
（平成２５年１１月２０日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会東京地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 10 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 4 件



関東東京国民年金 事案13842 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年１月から同年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から39年５月まで 

② 昭和 48年１月から同年３月まで 

私は、昭和 36 年にＡ区役所で国民年金の加入手続を行い、勤務していた店の休日

に手帳を持って区役所で国民年金保険料を納付していた。38 年４月頃に転居したＢ

市や 39 年に婚姻を契機に転居したＣ市でも保険料を納付していた。また、43 年１月

に転居したＤ市で店を開き、国民年金に任意加入して、市役所支所で保険料を納付し

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は、Ｄ市において昭和 44 年２月に国民年金に任意加

入しており、同年同月から当該期間直前の 47 年 12 月までの期間及び直後の 48 年４月

から 60 歳に到達する前月までの期間の国民年金保険料を全て納付している上、Ｄ市が

作成した申立人の国民年金被保険者名簿により、申立期間②前後の期間の保険料は現年

度納付されていることが確認でき、これらの納付実績を踏まえれば、申立人は３か月と

短期間である当該期間の保険料についても納付していたと考えるのが自然である。 

一方、申立期間①については、申立人はＡ区、Ｂ市及びＣ市において当該期間の保険

料を納付していたとしているが、申立人の国民年金被保険者台帳及び上記被保険者名簿

には、申立人がＢ市及びＣ市に住所を変更したことを示す記載は無く、申立人は、両市

において国民年金被保険者として把握されておらず、保険料を納付することはできなか

ったものと考えられる。 

そのほか、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

  



その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年

１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24726 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 25年10月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨

の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ、かつ、申立人のＡ社Ｂ

営業所における資格喪失日は 26 年６月１日であると認められることから、申立人の資

格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 25 年 10 月から 26 年５月までの標準報酬月額については、8,000 円とす

ることが妥当である。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 23年 12月 15日から 25年 10月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、申立人のＡ社Ｃ事業所における資格取得日に係る記録を 23 年 12 月 15 日、資

格喪失日に係る記録を 25年 10月１日とし、当該期間の標準報酬月額を、23年 12月か

ら24年４月までは 8,100円、同年５月から25年９月までは8,000円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和23年12月15日から26年６月１日まで 

  Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においても同社に勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

  （注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 25 年 10 月１日から 26 年６月１日までの期間について、雇

用保険の加入記録、Ａ社の回答及び同僚の供述から判断すると、申立人は、当該期間

において同社Ｂ営業所に継続して勤務していたことが認められる。 

一方、Ａ社Ｂ営業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人及

  



び上記同僚を含む７人全員の資格取得日は昭和 25年10月１日とされているものの、

資格喪失日の記載は確認できない。 

また、上記被保険者名簿及び適用事業所名簿に、Ａ社Ｂ営業所が厚生年金保険の適

用事業所となった日及び適用事業所でなくなった日は記載されていない。 

このことについて、日本年金機構は、「適用事業所から資格取得届が提出されたこ

とにより被保険者名簿を作成したと考えられることから、昭和25年10月１日時点で

は適用事業所であったと思われるが、当該事業所に係る事業所台帳は保管されておら

ず、被保険者名簿しか無いため、適用事業所であった期間等は不明である。」旨回答

している。 

また、オンライン記録によると、上記同僚のＡ社Ｂ営業所における資格取得日は昭

和25年10月１日、資格喪失日は 26年６月１日とされている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人に係る年金記録管

理は十分に行われておらず、事業主は、申立人が昭和25年10月１日に厚生年金保険

被保険者の資格を取得した旨の届出を行ったことが認められ、かつ、申立人のＡ社Ｂ

営業所における資格喪失日を 26年６月１日とすることが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格取

得時の上記被保険者名簿の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

２ 申立期間のうち、昭和 23年 12月 15日から 25年 10月１日までの期間について、

雇用保険の加入記録、Ａ社の回答及び同僚の供述から判断すると、申立人は、同社に

継続して勤務し（同社Ｄ製造所から同社Ｂ営業所に異動）、当該期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、上記同僚は、申立人も自分と同じ頃、Ａ社Ｂ営業所に異動した旨供述してい

るところ、上記被保険者名簿の状況及び日本年金機構の回答から判断すると、同社同

営業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和25年10月１日であり、当該期

間は適用事業所でなかったものと考えられる。 

しかしながら、Ａ社の回答及び申立人と同時期に同社Ｂ営業所に勤務していたとす

る上記同僚に係る被保険者記録から、申立人の同社Ｃ事業所における資格取得日を昭

和23年12月15日、資格喪失日を 25年10月１日とすることが必要である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同年代の複数の同僚のＡ社Ｃ

事業所における標準報酬月額から、昭和 23年 12月から 24年４月までは 8,100 円、

同年５月から 25年９月までは 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提

出された場合には、その後、被保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届を

提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該

届出を記録していないとは、通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該

社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る昭和 23 年 12 月から 25 年９月までの保険料について納入の告

  



知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24727 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①から⑦までに係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を、平成 18

年７月 10日は 30万円、同年 12月８日は 29万 1,000円、19年７月 10日は 30万円、

同年 12月 10日及び 20年７月３日は 29万 9,000円、同年 12月３日は 29万円、21年

７月10日は19万5,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（申立期間②

及び③については、訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 また、申立人の申立期間⑧に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

平成18年７月から 19年10月まで及び20年９月から21年６月までを47万円に訂正す

ることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

  

  

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 平成 18年７月10日 

                      ② 平成18年12月８日 

           ③ 平成 19年７月10日 

           ④ 平成19年12月10日 

           ⑤ 平成 20年７月３日 

           ⑥ 平成 20年12月３日 

           ⑦ 平成 21年７月10日 

           ⑧ 平成 18年７月１日から21年７月１日まで 

  Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間①及び申立期間④から

⑦までの標準賞与額の記録が無く、申立期間②及び③の標準賞与額が実際の賞与額よ

り低い。また、申立期間⑧の標準報酬月額についても保険料控除額に見合う標準報酬

月額より低いので、それぞれ記録を訂正してほしい。 

    

  

  

  

  

  

  

  

  



第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①から⑦までについて、申立人から提出された賞与明細書及びＢ銀行総合

口座通帳（以下「預金通帳」という。）により、申立人は、当該期間にＡ社から賞与

の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準賞与額については、上記賞与明細書及び預金通帳にお

いて確認又は推認できる賞与額又は保険料控除額から、平成 18 年７月 10 日は 30 万

円、同年 12月８日は 29万 1,000円、19年７月 10日は 30万円、同年 12月 10日及

び 20 年７月３日は 29万 9,000 円、同年 12 月３日は 29 万円、21 年７月 10 日は 19

万5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社は既に解散しており、元事業主は資料が残っていないため不明としているが、当該

期間において同社は厚生年金基金及び健康保険組合に加入していたところ、いずれに

おいても申立人の申立期間①及び申立期間④から⑦までに係る５回の標準賞与額の記

録が無いこと、また、申立期間②及び③については、厚生年金基金及び健康保険組合

における記録のいずれもオンライン記録と一致していることから、事業主は、申立て

に係る賞与額の届出を行っておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標

準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立人は、申立期間⑧の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間のうち、平成 18年７月から19年10月まで及び20年９月か

ら 21 年６月までの標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細書及び

預金通帳において確認又は推認できる報酬月額又は保険料控除額から、47 万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、領収書等は無いものの、保険料を納付したと回答しているところ、上記給与

明細書等において確認又は推認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月

額とオンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業

主は、当該給与明細書等において確認又は推認できる報酬月額又は保険料控除額に見

  



合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に

基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間⑧のうち、平成 19 年 11 月から 20 年８月までについて、上記給与

明細書及び預金通帳において確認又は推認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額

は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できることから、特例

法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

  



関東東京厚生年金 事案24728 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 43 年 11

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年10月31日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には申立期間においても継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社の元事業主の回答及び元従業員が保有する申立期間に係る

給与明細書から判断すると、申立人は、同社及び同社の関連会社であるＢ社に継続して

勤務し（昭和 43年11月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和43年10月の

定時決定に係る事業所別被保険者名簿の記録から、５万 6,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 43年11月１日と届け出たにもかか

わらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年 10月31日と誤って記録することは考え

難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24732 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を 37 万 4,000 円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②のうち、平成 16年３月１日から19年９月１日までの期

間、20 年８月１日から同年９月１日までの期間及び 22 年８月１日から 23 年１月１日

までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る

記録を、16 年３月から 19 年７月までは 22 万円、同年８月は 30 万円、20 年８月は 32

万円、22 年８月から同年 11 月までは 17 万円、同年 12 月は 32 万円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

さらに、申立期間②のうち、平成 23 年３月１日から同年９月１日までの期間につい

て、標準報酬月額の改定の基礎となる 22 年９月から同年 11 月までは標準報酬月額 34

万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたと認められることから、

申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を 34 万円に訂正することが必要である。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年12月19日 

② 平成 16年３月１日から23年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準賞与額の記録が

無い。賞与明細票は保有していないが、賞与を支給されていたので、標準賞与額を認

めてほしい。また、申立期間②の標準報酬月額が報酬額に見合う標準報酬月額と相違

している。給与明細票を提出するので、記録を訂正してほしい。 

 

  



第３ 委員会の判断の理由 

１ 金融機関から提出された申立人に係る預金元帳、区役所から提出された「平成 16

年度過年度課税基本台帳課税状況」及び複数の従業員に係る賞与明細票により、申立

人は、申立期間①にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記預金元帳において確認できる振込額

を基に算出した賞与額から、37万4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としているが、複数の従業員が当該期間に係る賞与明細票を保有している

ところ、オンライン記録において、当該期間の標準賞与額に係る記録が確認できない

ことから、事業主は、申立てに係る賞与額の届出を行っておらず、その結果、社会保

険事務所（当時）は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間②のうち、平成 16年３月１日から23年３月１日までの期間

については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から特例法を、同年３月１日から同年９月１日までの期間については、本件申立日に

おいて保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を適

用する。 

３ 申立人は、申立期間②の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間②のうち、平成 16 年３月から 19 年８月まで、20 年８月及

び22年８月から同年 12月までの標準報酬月額については、申立人及びＡ社から提出

された給与明細票において確認できる保険料控除額から、16 年３月から 19 年７月ま

では 22万円、同年８月は 30万円、20年８月は 32万円、22年８月から同年 11月ま

では17万円、同年 12月は32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該給与明

  



細票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所及び年金事務所は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

一方、申立期間②のうち、平成 19 年９月から 20 年７月まで、同年９月から 22 年

７月まで、23 年１月及び同年２月について、上記給与明細票において確認できる報

酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と

一致又は低いことが確認できることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらな

いため、あっせんは行わない。 

４ 申立期間②のうち、平成 23 年３月から同年８月までの標準報酬月額については、

オンライン記録によると、30 万円と記録されている。しかし、上記給与明細票によ

ると、標準報酬月額の改定の基礎となる 22年９月から同年11月までは標準報酬月額

34 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたことが確認でき

る。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を 34 万円に訂正することが必要

である。 

  



関東東京厚生年金 事案24733 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格取得日に

係る記録を昭和 31年９月 22日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年９月22日から同年10月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同一

企業内の転勤であるので、調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＡ社及び同社Ｃ支店に勤務していた従業員の回答並びにＢ

社人事部担当者の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（同社本店か

ら同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、Ａ社本店から同社各支店に異動した複数の

従業員に係る被保険者記録から判断すると、昭和 31年９月22日とすることが相当であ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和 31 年

10月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明であるとしており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

  



いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24734 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 37 年４

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 9,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年３月30日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。社名

は変わったが継続して勤務し、保険料も控除されていたので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の従業員の回答から判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤

務し（昭和 37 年４月１日に同社から同社の関連会社であるＢ社に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 37 年２月の

社会保険事務所（当時）の記録から、9,000円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

  

  

  



関東東京厚生年金 事案24735 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記

録を昭和 34 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年５月14日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には昭和 32 年４月１日に入社し、34 年６月１日付けでＣ社に転勤したが、申立期間

においてはＡ社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事管理を行っているＤ社から提出された人事台帳及び同社の回答から判断す

ると、申立人は、申立期間において、申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ａ

社からＣ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、上記人事台帳によると、申立人は、昭和

34 年６月 16 日付けでＣ社セールス係に異動したことが記録されているものの、申立期

間前後にグループ会社から同社に異動している複数の従業員に係る被保険者記録により、

１日付けで取得及び喪失していることが確認できる上、申立人に係る雇用保険の資格取

得日は同年６月１日とされていることから判断すると、異動時における社会保険に係る

手続を１日付けで行っていたものと推認できることから、申立人のＡ社における資格喪

失日を同年６月１日とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 34 年４月の

社会保険事務所（当時）の記録から、１万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｄ社

  



は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24736 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立期間の標準賞与額に係る記録を150万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年６月８日 

申立期間における賞与から厚生年金保険料を控除されていたが、Ａ社（現在は、Ｂ

社）は、申立期間当時、当該賞与に係る届出を行っておらず、その後、年金事務所に

賞与支払届が提出されたものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、

申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   グループ企業の社員について給与及び社会保険に係る業務を行っているＣ社から提出

された賞与台帳により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に

係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与台帳において確認できる保険

料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に行っていなかったこと、

また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、こ

れを履行していないと認められる。 

  

  

  



関東東京厚生年金 事案24737 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立期間の標準賞与額に係る記録を150万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年６月８日 

申立期間における賞与から厚生年金保険料を控除されていたが、Ａ社（現在は、Ｂ

社）は、申立期間当時、当該賞与に係る届出を行っておらず、その後、年金事務所に

賞与支払届が提出されたものの、時効により厚生年金保険料を納付することができず、

申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   グループ企業の社員について給与及び社会保険に係る業務を行っているＣ社から提出

された賞与台帳により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に

係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与台帳において確認できる保険

料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に行っていなかったこと、

また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、こ

れを履行していないと認められる。 

  

  



関東東京国民年金 事案13843 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 15年11月の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和58年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年11月 

   私は、20歳になった後の平成 15年 12月か 16年１月頃に学生納付特例の申請手続

を市役所で行ったが、15 年 11 月の国民年金保険料は、申請が遅れたために学生納付

特例が適用されなかったので、同申請手続を行った日かその翌日に、市役所の窓口か

コンビニエンスストアで納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 15 年 12 月又は 16 年１月頃に学生納付特例の申請を行い、同申請手

続を行った日又はその翌日に、申立期間の国民年金保険料を市役所の窓口又はコンビニ

エンスストアで納付したと説明しているが、14 年４月以降の保険料の収納事務は国に

一元化されているため、申立期間の保険料を市役所の窓口で納付することはできず、ま

た、オンライン記録により、申立人の学生納付特例の申請日は 16 年１月５日であるこ

とが確認でき、申立人が申立期間の保険料を納付したとする時期は同年同月であると考

えられるが、コンビニエンスストアで保険料を納付することが可能となったのは同年２

月からである。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13844 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和58年５月から59年３月までの期間及び61年４月から平成元年３月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和58年５月から59年３月まで 

           ② 昭和61年４月から平成元年３月まで 

私の母は、私が20歳になった昭和58年＊月頃に私の国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料を納付してくれていたと思う。また、私が会社を退職し、専門学校に入

学した61年４月頃に区出張所で私の国民年金の再加入手続を行い、保険料を納付して

くれていたはずである。申立期間が国民年金に未加入とされていることに納得できな

い。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20歳になった昭和58年＊月頃に申立人の母親が申立人の国民年金の加入手

続を行ってくれたとしているが、申立人の国民年金被保険者資格取得のオンライン記録

の処理日から、申立人の国民年金手帳記号番号は申立期間後の平成５年２月頃に払い出

されたと推認でき、申立人の説明する加入時期と相違する上、申立期間①及び②はいず

れも国民年金の未加入期間とされており、制度上、保険料を納付することができない期

間である。 

また、申立人の国民年金の加入手続を行ったとする母親から聴取することができない

上、申立人は加入手続に関与していないとしていることから、申立期間に係る加入手続

の状況は不明であり、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

そのほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13845 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年 12 月から 61 年３月までの付加保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年12月から61年３月まで 

  私は、将来のことを思い、昭和 53年12月に国民年金の任意加入手続を行った。そ

の後、時期は定かではないが友人に勧められて付加保険料納付の申出を行い、付加保

険料を含む国民年金保険料を納付していた。申立期間の付加保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

  

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53年12月に国民年金に任意加入し、その後、時期は定かではないが

付加保険料納付の申出を行い、付加保険料を含む国民年金保険料を納付していたと説明

しているが、申立人が申立期間当時に居住していた市は、付加保険料納付の申出があっ

た場合は定額保険料と付加保険料を合算した一枚の納付書により保険料を収納していた

と回答していることから、行政機関等が 88 か月にわたり付加保険料の納付についての

み未納とする処理を行ったとは考え難く、申立人が付加保険料納付の申出を行ったこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

そのほか、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の付加保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13846 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年８月から 14 年 11 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年８月から14年11月まで 

私は、国外へ転出する前の平成 13 年８月に市役所で申立期間の国民年金保険料と

して約 15 万円を一括で納付した。申立期間のうち同年８月の保険料が未納とされ、

同年９月以降の期間が国民年金に未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 13 年８月については、申立人は、同年同月に市役所で国民年

金保険料を一括で納付したとしているが、オンライン記録により、同年同月内に国民年

金被保険者資格を取得及び喪失しており、その事務処理は16年１月13日に行われてい

ることが確認できることから、13 年８月時点では当該期間は未加入期間であり、申立

人は当該期間の保険料を納付することができなかったと考えられる上、当該事務処理時

点では当該期間の保険料は時効により納付することができない。 

また、申立期間のうち、平成 13 年９月から 14 年 11 月までの期間については、申立

人は、戸籍附票により、13 年８月５日に国外へ転出していることが確認でき、当該期

間の保険料を納付するためには、国民年金の任意加入手続を行う必要があるが、申立人

が任意加入手続を行ったことをうかがわせる事情は見当たらず、当該期間は国民年金の

未加入期間であるため、制度上、保険料を納付することができない期間である。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13847 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年１月から３年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年１月から３年３月まで 

私の母は、私が大学生であった 20 歳の頃（平成元年＊月頃）に私の国民年金の加

入手続を行い、大学を卒業するまで国民年金保険料を納付していたと言っている。申

立期間が国民年金に未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親は、申立人が 20 歳になった平成元年＊月頃に申立人の国民年金の加入

手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付していたとしているが、申立人の国民年

金手帳記号番号は、申立期間後の３年５月 17 日に払い出されていることが国民年金手

帳記号番号払出簿により確認でき、母親の説明する加入時期と相違する上、申立期間は

学生の任意加入適用期間における未加入期間であるため、制度上、保険料を納付するこ

とができない期間である。 

また、母親は、申立人に渡した年金手帳は１冊であると説明しており、申立人が所持

する同手帳には上記国民年金手帳記号番号が記載されているなど、申立人に対して別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

そのほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24729 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から同年８月１日まで 

 Ａ社（後に、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が

無い。同社及び同社の関連会社であるＣ社に継続して勤務していたので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び同僚の供述により、申立人は、Ａ社及び同社の関連会社であ

るＣ社に勤務していたことが認められる。 

 しかし、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、Ａ社の当時の

役員（後に、代表取締役）に照会したものの回答が無い上、Ｃ社は、申立期間に係る厚

生年金保険料の控除は不明であり、賃金台帳及び源泉徴収簿を保管していないと回答し

ているため、申立期間の厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

 一方、申立人と同様にＡ社において平成３年７月１日に厚生年金保険被保険者資格を

喪失し、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となった同年８月１日付けで同社において被

保険者資格を取得している上記同僚から提出された同年７月分及び同年８月分の給料明

細書によると、同年７月分の厚生年金保険料が給与から控除されていないことが確認で

きる。 

 また、Ａ社の当時の総務責任者は、Ｃ社の給与及び社会保険事務はＡ社で代行してい

たが、平成３年７月以降は、Ｃ社で給与及び社会保険事務を行うこととなり、同年７月

分の給与として両社から支給されることはあり得ない旨回答している。 

 このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  

  

  

  

  

 

  



関東東京厚生年金 事案24730 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から同年８月１日まで 

 Ａ社（後に、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が

無い。同社及び同社の関連会社であるＣ社に継続して勤務していたので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び同僚の供述により、申立人は、Ａ社及び同社の関連会社であ

るＣ社に勤務していたことが認められる。 

 しかし、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、Ａ社の当時の

役員（後に、代表取締役）に照会したものの回答が無い上、Ｃ社は、申立期間に係る厚

生年金保険料の控除は不明であり、賃金台帳及び源泉徴収簿を保管していないと回答し

ているため、申立期間の厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

 一方、申立人と同様にＡ社において平成３年７月１日に厚生年金保険被保険者資格を

喪失し、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所となった同年８月１日付けで同社において被

保険者資格を取得している上記同僚から提出された同年７月分及び同年８月分の給料明

細書によると、同年７月分の厚生年金保険料が給与から控除されていないことが確認で

きる。 

 また、Ａ社の当時の総務責任者は、Ｃ社の給与及び社会保険事務はＡ社で代行してい

たが、平成３年７月以降は、Ｃ社で給与及び社会保険事務を行うこととなり、同年７月

分の給与として両社から支給されることはあり得ない旨回答している。 

 このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  

  

  

  

  

 

  



関東東京厚生年金 事案24731 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年２月１日から同年９月１日まで 

 Ａ社（現在は、Ｂ社）のＣ営業所に営業職（外交員）として勤務した期間の厚生年

金保険の記録が無い。同社に勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社は、同社が保有する営業職員の記録の中には、申立人の氏名は見当たらない旨回

答しており、また、同社は、申立期間当時に係る営業職員の社会保険の加入条件につい

て、研修期間経過後、一定以上の営業成績で職員であった者を社会保険に加入させてい

たとしている。 

 また、Ａ社における上司及び同僚について、申立人が記憶している名字では、オンラ

イン記録から該当する者を特定することができず、照会することができない。 

 さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立期間に厚生年金保険の加入記録

のある複数の従業員に照会し、回答を得たが、申立人及び同社Ｃ営業所の従業員を記憶

している者はおらず、同社の従業員から申立人の当該期間における勤務状況及び厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

 加えて、上記回答のあった従業員のうちの一人は、「一定以上の営業成績を上げられ

た者が、社会保険に加入できた。」と回答しており、上記事業所の回答と一致する。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

  

  

  

  

  

  



関東東京厚生年金 事案24738 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年４月１日から46年３月31日まで 

② 昭和 46年７月１日から同年10月１日まで 

③ 昭和 46年11月１日から47年１月１日まで 

Ａ病院に勤務した期間のうち申立期間①、②及び③の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間①、②及び③に勤務していたことは明らかなので、当該期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①、②及び③について、申立人及びＡ病院から提出された「人事記録

（乙）」によると、申立人は昭和 45 年４月１日に医員として採用され 46 年３月 30 日

に退職し、同年７月１日に再度医員として採用され同年９月30日に退職し、同年11月

１日に再々度医員として採用され 47年３月31日に退職していることが確認できる。 

しかし、Ａ病院（a）は昭和 46 年 12 月１日に厚生年金保険の適用事業所となってお

り、申立期間①、②及び申立期間③のうち同年 11月１日から同年12月１日までの期間

については適用事業所となっていない。 

また、Ａ病院（b）は、昭和 30年３月１日に厚生年金保険の適用事業所となっている

ものの、同病院は、申立人の職種である医員は 47年以降、Ａ病院（a）として社会保険

に加入の扱いとなっており、同年以前には、社会保険に未加入だと思う旨回答している。 

さらに、Ａ病院（b）に係る事業所別被保険者名簿により、当該事業所において昭和

45 年４月、46 年７月及び同年 11 月に資格を取得している者のうち連絡可能な 21 人

（昭和 45年４月は 13人、46年７月は５人、同年 11月は３人）に照会したところ、12

人から回答があり、このうち自身の担当業務について回答のあった９人全員が、医師以

外の事務、検査、看護師であったとしており、申立人と同職種の者は確認できない上、

申立人同様、47 年１月１日にＡ病院（a）にて資格を取得している者 27 人全員が同年

  



以前にＡ病院（b）における被保険者記録が確認できない。 

加えて、上記 27人のうち連絡可能な 21人及び申立人が名前を挙げた同僚二人に照会

したところ、18 人から回答があり、このうち 15 人は自身が申立期間①及び②に在籍し

ていたとし、うち 14 人は自身が申立期間③も在籍していた旨回答しているものの、保

険料控除について確認できる明細書等を保有していない。 

その上、Ａ病院は昭和 46 年 12 月１日に厚生年金保険の適用事業所となったＡ病院

（a）の新規適用日に申立人を厚生年金保険に加入させなかった理由及び同年12月分の

保険料控除については不明である旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  




